
匡亜コ燃しらせ

10日 ,日から

酢 時 顧 の

助成対象が

広からl春寸

平
成
２４
年
１０
月
１
日
か
ら
、
重
度
の
障
害
が

あ
る
方
に
対
し
、
重
度
障
害
者

（児
）
医
療
費

助
成
制
度
に
お
い
て
、

「精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
を
所
持
し
て
い
る
方
」
が
新
た
に

対
象
に
加
わ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
入
院
の

一
部
に
限
ら
れ
て
い
た
医

療
費
の
助
成
が
、
通
院
に
も
拡
大
さ
れ
ま
す
。

◆
新
た
に
対
象
と
な
る
方

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
所
持
し

て
い
る
方

（前
年
の
所
得
に
よ
り
助
成
を
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）
。

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
取
得
手
続

①
手
帳
用
の
診
断
書
又
は
障
害
年
金
証
書

②
認
印

③
顔
写
真

（縦
４
ｃ
ｍ
×
横
３

ｃ
ｍ
で
顔
が
は

っ
き
り
わ
か
る
も
の
で
あ
れ
ば
証
明
写
真
で

な
く
て
も
可
）
※
手
帳
に
貼
付
し
な
い
場
合

は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、
サ
ー
ビ
ス
に
差
異

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

以
上
の
も
の
を
持
参
の
う
え
、
福
祉
事
務
所

に
申
請
し
て
＜
だ
さ
い
。

◆
医
療
費
助
成
の
対
象

医
療
保
険
の
自
己
負
担
額
に
対
し
て
助
成
。

・
各
種
公
的
医
療
給
付
、
健
康
保
険
組
合
等
の

附
加
給
付
を
除
い
た
額
が
対
象
で
す
。

。
精
神
科
の
通
院
に
は

「自
立
支
援
医
療

（精

神
通
院
）
」
受
給
者
証
を

一
緒
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

。
６５
歳
以
上
の
方
は
入
院
を
対
象
外
と
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◆
自
己
負
担
額

１
か
月
に
つ
き
１
医
療
機
関
ご
と
５
０
０
円

◆
助
成
を
受
け
る
に
は

事
前
に

「重
度
障
害
者

（児
）
医
療
費
助
成

金
受
給
者
証
」
の
交
付
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
方
法

①
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
１
級
）

②
認
印

③
振
込
先
の
通
帳

（郵
便
局
以
外
）

④
保
険
証

⑤
附
加
給
付
に
関
す
る
証
明
書

以
上
の
も
の
を
持
参
の
う
え
、
福
祉
事
務
所

に
申
請
し
て
＜
だ
さ
い
。

・
受
診
し
た
際
は
、　
一
旦
医
療
機
関
の
窓
□
で

患
者

一
部
負
担
額
を
支
払
っ
て
＜
だ
さ
い
。

・
医
療
機
関
へ
の
支
払
い
が
な
い
も
の
は
助
成

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
後
日
、
自
己
負
担
額
を
除
い
た
額
を
銀
行
□

座
に
振
り
込
み
ま
す
。

・
振
込
ま
で
に
４
か
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
障
害
福
祉
係
　
８
⑫
２
２
１
６

重 度 障 害 者 (児 )医 療 費 助 成 制 度 の 概 要

身 体 障 害 者 手 帳 1、 2級 及 び 内 部 障 害 3級 所 持 者   療 育 手 帳 A所 持 者   特 別

児 童 扶 養 手 当 1級 の 障 害 を 有 す る 者   精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 1級 所 持 者

前 年 の 所 得 額 が 一 定 以 下 で あ る こ と (単 身 世 帯 の 場 合 、 お よ そ 360万 円 以 下 )

医 療 保 険 の 自 己 負 担 額 (入 院  通 院 と も に 対 象 )

訪 問 看 護 療 養 費 の 自 己 負 10額  柔 道 整 復 施 術 療 贅 費 の 自 己 負 10額

内 部 障 害 3級 の 方 は 、 そ の 障 害 に 直 接 起 因 す る 医 療 に 限 り ま す 。 ま た 、 65歳 以 上

で 新 た に 助 成 を 受 け る 場 合 、 入 院 は 対 象 と し ま せ ん 。 (市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯 の 場 合

は 対 象 と な り ま す )

1か 月 あ た り 、 1医 療 機 関 こ と 500円 〈薬 局 は 自 己 負 担 な し )

自 動 償 還 払 い (医 療 機 関 か ら の 報 告 を 元 に 、 毎 月 高 額 療 養 費 や 自 己 負 lB額 等 を 差 し

31い た 額 を □ 座 に 振 り 込 み ま す )

※ 医 療 機 関 窓 口 で 医 療 保 険 の 自 己 負 担 額 を 一 旦 支 払 う 必 要 が あ り ま す 。

※ 静 岡 県 外 の 医 療 機 関 を 受 診 し た 場 合 は 、 領 収 書 を 福 祉 事 務 所 窓 0に 持 参 し て 助 成

を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。


